
医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
運
営
を
図
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
運
営
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
の
広
域
化
等
を
推
進
す

る
た
め
の
市
町
村
に
対
す
る
支
援
の
方
針
の
策
定
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
基
盤
の
強
化
、
全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健

康
保
険
に
係
る
国
庫
補
助
率
の
見
直
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
に
係
る
負
担
軽
減
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正

一

短
期
被
保
険
者
証
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

１

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
滞
納
に
よ
り
被
保
険
者
証
を
返
還
し
た
世

帯
主
に
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
が
あ
る
と
き
は
、
保
険
者
は
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
て
は
、
有
効
期

間
を
六
月
と
す
る
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
こ
と
。
（
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条
第
六
項
関
係
）

２

保
険
者
が
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主
に
交
付
す
る
被
保
険
者
証
に
つ
い
て
定
め
る
特
別
の

有
効
期
間
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
係
る
被
保
険
者
証
に
つ
い



て
は
、
六
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条
第
十
項
関
係
）

二

広
域
化
等
支
援
方
針
等
に
関
す
る
事
項

１

都
道
府
県
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
の
広
域
化
又
は
国
民
健
康
保
険
の
財
政
の
安
定
化
を
推
進
す
る
た
め
の

当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
に
対
す
る
支
援
の
方
針
（
以
下
「
広
域
化
等
支
援
方
針
）
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
健
康
保
険
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
関
係
）

２

広
域
化
等
支
援
方
針
に
お
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
の
広
域
化
又
は
国
民
健
康
保
険
財
政
の
安
定
化
の

推
進
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
が
果
た
す
べ
き
役
割
、
事
務
の
共
同
実
施
や
医
療
費
の
適
正
化
等
そ
の
推
進
の
た
め
の

具
体
的
な
施
策
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
健
康
保
険
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
関
係
）

三

国
民
健
康
保
険
組
合
に
対
す
る
補
助
に
関
す
る
事
項

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
間
、
組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
納
付
に

要
す
る
費
用
に
対
す
る
国
庫
補
助
割
合
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
に
よ
る
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
国

の
補
助
の
割
合
及
び
組
合
の
財
政
力
を
勘
案
し
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
二
十
二

条
の
二
関
係
）



四

保
険
者
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
に
関
す
る
事
項

所
得
の
少
な
い
者
の
数
に
応
じ
て
国
及
び
都
道
府
県
が
市
町
村
を
財
政
的
に
支
援
す
る
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
、
平
成

二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
間
継
続
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
二
十
四
条
関

係
）

五

高
額
な
医
療
に
係
る
交
付
金
事
業
等
に
関
す
る
事
項

政
令
で
定
め
る
額
以
上
の
医
療
に
要
す
る
費
用
を
市
町
村
が
共
同
で
負
担
す
る
こ
と
に
伴
う
交
付
金
事
業
に
つ
い
て
、

都
道
府
県
が
広
域
化
等
支
援
方
針
に
お
い
て
そ
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
で

、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
間
、
当
該
交
付
金
事
業
を
継
続
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
国
民
健
康

保
険
法
附
則
第
二
十
六
条
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

健
康
保
険
法
の
一
部
改
正

一

保
険
料
率
の
上
限
に
関
す
る
事
項

全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
及
び
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
関
す
る



一
般
保
険
料
率
の
上
限
に
つ
い
て
、
千
分
の
百
二
十
と
す
る
こ
と
。（
健
康
保
険
法
第
百
六
十
条
第
一
項
及
び
第
十
三
項
関

係
）

二

国
庫
補
助
の
特
例
に
関
す
る
事
項

協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業
の
執
行
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
被
保
険
者
の
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の

額
に
対
す
る
国
庫
補
助
率
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
間
は
、
千
分
の
百
六
十
四
と
す

る
こ
と
。
（
健
康
保
険
法
附
則
第
五
条
の
二
関
係
）

三

財
政
均
衡
の
特
例
に
関
す
る
事
項

都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
（
協
会
が
支
部
被
保
険
者
（
各
支
部
の
都
道
府
県
に
所
在
す
る
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る

被
保
険
者
等
を
い
う
。
）
を
単
位
と
し
て
決
定
す
る
一
般
保
険
料
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
平
成

二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
間
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
財
政
の
均
衡
に
係
る
特
例
を
設
け
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
健
康
保
険
法
附
則
第
八
条
の
三
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正



一

後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
の
算
定
の
特
例
等
に
関
す
る
事
項

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額

の
算
定
に
お
い
て
、
そ
の
額
の
三
分
の
一
を
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額
に
応
じ
た
負
担
と
す
る
こ
と
。
こ

れ
に
伴
い
、
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
及
び
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
の
算
定
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
。（
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
二
か
ら
第
十
三
条
の
五
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
三
及
び
第
十
四
条
の
四

関
係
）

二

市
町
村
の
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
等
の
特
例
に
関
す
る
事
項

当
分
の
間
、
市
町
村
が
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
減
額
措
置
に
必
要
な
額
を
市
町
村

の
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
が
当
該
繰
入
額
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
措
置
に
つ

い
て
、
当
該
措
置
が
適
用
さ
れ
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
。（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
六

関
係
）

三

財
政
安
定
化
基
金
の
特
例
に
関
す
る
事
項

都
道
府
県
は
、
当
分
の
間
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
て
保
険
料
率
の
増
加
の
抑
制
を
図
る
た
め
の
交
付
金



を
交
付
す
る
事
業
に
必
要
な
費
用
に
、
財
政
安
定
化
基
金
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
四
条
の
二
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正

都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
調
整
を
行
う
期
限
を
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
延
長
す
る
こ
と
。（
健
康

保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
十
一
条
関
係
）

第
六

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の
一
及
び
三
、
第
三
の

二
並
び
に
第
四
の
一
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

検
討

政
府
は
、
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
対
す
る
国
庫
補
助
率
に
つ
い
て
、
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
財
政
状
況

、
高
齢
者
の
医
療
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
の
状
況
、
国
の
財
政
状
況
そ
の
他
の
社
会
経
済
情



勢
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
間
に
検
討
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

経
過
措
置

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
関
係
）

四

関
係
法
律
の
整
備

１

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
に
つ
い
て
、
第
一
号
法
定
受
託

事
務
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

２

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。（
附
則
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
関
係
）


